
Ⅲ．私たちの生徒会組織について

１．運営組織は、生徒議会と生徒会役員会、専門委員会があります。

  ａ．

      

  ｂ．生徒議会は、生徒会役員会、学級代表、各専門委員会の代表で構成します。

  ｃ．

  ｄ．

      　　　

  ｅ．生徒会役員会は、次の役員により構成します。

     〇 会長  １名  〇 副会長  １名  〇 執行委員  ４名　

  ｆ．専門委員会は、次の委員会を設置します。

○学代委員会  ○風紀委員会  ○環境委員会  

○図書委員会  ○保健委員会  ○体育委員会

ｇ．生徒会役員は、生徒の選挙により選出します。

ｈ．専門委員は、学級から選出します。

ｉ．

２．運営について

  ａ．生徒議会、および専門委員会は、代表をおきます。

  ｂ．生徒議会、および専門委員会は、担当の先生をおきます。

  ｃ．生徒議会、および専門委員会は、それぞれ毎月１回の定例委員会を開きます。

      　　　ｄ．

  

      

【付記】

  ａ．学級には、委員のほか、次の係を設置します。

    ○ 各教科係

○

  ｂ．部活動の運営組織は、部長会議があります。

その他、学級を運営していく上で必要な係を設置し、全員が役割を持つよ

うにしていきます。

「生徒会は、生徒一人ひとりが自立・自律の精神に基づいた活動を実行することによって学

校生活をより豊かに明るいものにするためにあります。」

生徒議会は、生徒会役員会、各専門委員会と連携をとりながら、それぞれの活動を

より学校全体のものにしていきます。

生徒議会の構成委員の任期は半年とし、前期は4月より10月まで、後期は11月より3

月までとします。

生徒会役員会、専門委員会は、各仕事内容にそって活動し学校の活性化に努めてい

きます。

生徒会役員の任期は１年とし、11月より翌年10月までとします。専門委員の任期は

半期とし、前期は4月から10月まで、後期は11月より3月までとします。

生徒議会、専門委員会は、定例委員会のほかに、委員・担当の要請があれ

ば、いつでも開けます。



◎運営組織図

◎専門委員会の仕事について

・

・

・

・

・ 図書館の運営について、計画・実施にあたる。

・

・ ポスタ－等を掲示していきます。

・

・

・

・ 保健にかかわる行事を中心になって活動していきます。

・

・ 日常の体育活動への関心を広めていきます。

生徒議会の討議、決議事項を学級に伝達し、活動を広めていき

ます。

学校全体の美化や緑化(栽培)について考え活動していきます。

体育活動を活発にし、体育行事について計画し、活動していき

ます。

学代委員会

保健委員

体育委員

2名

男子1名

女子1名

男子1名

女子1名

男子1名

女子1名

仕事内容

校舎内外の設備、備品の維持、保全をはかるための活動をして

いきます。

2名

環境委員

環境衛生、傷害の防止等を気をつけ、生徒の健康をはかる活動

をしていきます。

図書委員会

※生徒会役員が運営

生徒議会

風紀委員

図書委員

全校生徒が学校生活を気持ちよく過ごせるように、遅刻や校則

違反に気を配り活動していきます。

本の紹介や図書館広報誌をつくり、読書についての関心を広め

ていきます。

学級代表

委員名

環境委員会

保健委員会

体育委員会

男子1名

女子1名

学級活動の中心となって学級のとりまとめをします。

学校生活でのさまざまな問題について考え、学級の活動を支え

ていきます。

風紀委員会各専門委員会委員長

人数

生徒会役員(会長・副会長・執行委員)



Ⅴ．私たちの学校生活の約束について

◎服装・持ち物について

（服装）

本校で定めた型の標準服を着用する。

冬服･･･ブレザー、長袖白ポロシャツ、ズボン、スカート（ひざが隠れる程度）

夏服･･･半袖白ポロシャツ、ズボン、スカート

ベルト･･･黒、紺、茶のいずれかで単色。華美なものは不可とする。

防寒着･･･手袋、マフラー、ウインドブレーカー（学校指定）

           …ネックウォーマー（帽子、耳あては禁止）ベスト・セーター･･･学校指定品とし、上着としても着用できる。

 ※パンストは黒か肌の色に近いもので単色。がら入りや網目のものは禁止。

　　　　　　　（頭髪）

（装飾品）

 　指輪・ネックレス・ブレスレット・ピアスなどの装飾品はつけない。

（化粧）

 　化粧はしない。

（靴）

 　白を基調とした活動しやすい靴を使用する。

（くつ下）

 　白、紺、黒色を基調としたものを着用する。ルーズソックスは禁止。

（通学用カバン）

 　校名入りのものを使用し、教科書、体操服その他の教材を入れる。

（補助カバン）

　校名入りのものを使用し、カバンに入り切らないものを入れる。

 （持ち物）

　学校生活に必要ないものは持ってこない。

・ お菓子・携帯電話・スマートフォン・ゲーム類・マンガ・雑誌などは禁止

・

（体育館シューズ）

　校舎・食堂・廊下での行動、体育の授業で使用する。

（生徒手帳）

 「常に清潔に保ち、常に学校生活にふさわしい髪形を心がけよう。パーマ・染色・

脱色は禁止。左右非対称や編み込みなど、変則的な髪形も禁止。ムース、ワックス

などの整髪料は、使用しない。ヘアピン(ヘアゴム)は、黒・紺・茶を使用できる。

明るく清潔な自然な髪形を保とう。」

飲み物は、お茶・スポーツドリンクを水筒に入れてくる。（ビン・カンは禁

止、ペットボトルは持って帰ること。）

　本校の生徒であることを証明するもので、普段から携行する。学校と家庭との連

絡に使用する。（遅刻・欠席、けがなどによる授業見学など）



◎行動

登校時

・ 登校はほかの人の通行の妨げにならないようにする。

・ 歩道のあるところは必ず歩道を通り横断歩道をわたる。

・

・ 遅刻・欠課・欠席をする場合は、保護者から学校に連絡をしてもらう。

・ けがなどで、自転車通学を必要とする時は、担任に申し出て許可をうける。

※それ以外の自転車通学は禁止。

・ 買い食いは、禁止。

下校時

・ 通行上の注意は登校時と同じ。

・

・ 登校後は、下校時刻までは、許可なく校外に出ない。

学校内

・

学習時

・

・ 教室移動は休憩時間内にする。

下校時間は午後6時30分。部活動などの片づけも含めて、この時間には下校

するようにする。（帰宅時間を家の人に伝えておく）

学級は学校生活の基本の場。そして我孫子南中学校の一員としての自覚を持

ち、誰もが明るく有意義な学校生活が過ごせるように心がける。

始業の合図で教室に入り着席し、教科書・ノートなどの授業の準備をする。

通用門を通って下足室に行き、体育館シューズにはきかえて教室に入る。



Ⅶ．私たちの部活動について

１．【目的・意義】

・ 自分の興味関心、能力や適性にあわせて、運動能力や文化意識を高めていきます。

・ 自主的に運営し、活動していくことで「自立・自律」の精神を養います。

・ 集団として行動し、協力し合うことで社会性を身につけていきます。

２．【部活動の構成】

・ 全生徒で構成します。

・ 活動している部活動〔2025年度〕

〈運動部〉 （男女）

（女子のみ） バレーボール

〈文化部〉 家庭科・ＡＲＴ・音楽・あいうえおの会

※あいうえおの会　＝

３．【活動時の服装】

① 標準服・体操服・部が認めている活動着としています。

② 体育館では上履き、および専用のシュ－ズを使用します。

③ スパイクは運動場のみで使用します。

４．【部活動について】

① 顧問の許可、指導に従って行います。

② 顧問不在時の活動は原則として行いません。

③ 職員会議の日は、原則として活動は行いません。(指導員が直接指導できる場合はその限りではない)

④ 定期テストの５日前は、原則として行いません。

⑤ 活動時間を守ろう。

    　 完全下校時間　午後6時30分

※

軟式野球・サッカー・バスケットボール・ソフトテニス・剣

道・陸上競技

特別支援を要する仲間をはじめ、いろんな仲間のことを考える

自主的なサークルです。

ただし、③④⑤の例外として、公式戦2週間前については、顧問の指導で活動でき、

30分延長可能です。



５．【約束】

① 活動終了後は、すみやかに下校します。

② 更衣は、指定された場所で行います。

③ 活動場所・更衣場所の美化に心がけます。

④ 自転車による登校はしない。

⑤ 早朝練習を行う場合は、授業に影響をおよぼさないようにします。

⑥ 各施設の施錠は、顧問の先生より、確実に行ってもらいます。

⑦ 活動日、時間帯は、部活動ホワイトボード(職員室前廊下)をよく見て確認します。


